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平成 27 年 11 月 5 日 

クリモト コーポレートガバナンス ガイドライン 

 
 

1. 目的 

本ガイドラインは、株式会社栗本鐵工所（以下、当社と表示）および当社グループに

おけるコーポレートガバナンスに関する基本的な枠組みおよび指針を定め、当社グル

ープの持続的成長および中長期的な企業価値向上に資するコーポレートガバナンスの

実現を目指すことを目的とする。 

 

 

2. コーポレートガバナンス体制の概要 

1) 当社のガバナンス体制は、株主総会において選任された社外取締役を含む取締役で

構成される取締役会を最高意思決定機関および監督機関とし、代表取締役および担

当取締役が業務執行に関する権限と責任を有する体制とする。なお、当社において

は、執行役員制度を導入し、取締役の業務執行機能の一部を執行役員に委譲するこ

とで、取締役の監督機能を相対的に強化している。 

2) 取締役は、取締役会において、定期的に自己の職務執行状況を報告するとともに、

全体最適の視点から他の取締役の業務執行状況を監督する。 

3) 株主総会において選任された社外監査役を含む監査役は、監査役会を通じて会計監

査人と適宜連携、情報共有を行い、独立した客観的な立場から取締役の業務執行に

ついて適法性および妥当性の監査を行う。 

 

 

3. 取締役 

1) 取締役の員数は、定款第 19 条に定める範囲内の適切な数とする。なお、取締役の

業務執行に対する独立かつ客観的な監督の実効性を確保するため、必要に応じて複

数名の社外取締役を選任する。 

2) 取締役候補者は、性別・国籍・年齢に関わらず、多様な知識・経験・能力を備えた

人員より、客観的、中立的な観点に加え高い視座、広い視野からの判断力、決定し

たことを速やかに実行する適正かつ迅速な行動力、決断を社内外に理解納得させる

ことが出来る説明力等を総合的に判断し、社外取締役等の意見も踏まえた取締役会

の審議を経て選定される。 

3) 社外取締役候補者は、前項の取締役候補者選定基準に加え、当該候補者および二親

等以内の親族が、現在または過去 10 年以内の期間において次の各項目に該当しな

いことを独立性の判断基準として選定される。 
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① 東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に抵触する者。 

② 当社または当社子会社の業務執行者。 

③ 当社の主要取引先の業務執行者。 

※当社との取引額が連結売上高の 2％を超す取引先を、主要取引先と見なす。 

④ 当社の主要株主またはその業務執行者。 

      ※発行済株式総数（自己株式を除く）の 10％以上を保有する株主を、主要株

主と見なす。 

⑤ 当社から役員報酬以外に一千万円超の報酬等を得ているコンサルタント、会

計専門家または法律専門家等。 

4) 取締役は、他の上場会社の役員を兼任する場合は、当社取締役としての職責を果た

すことに支障のないよう充分に配慮することとし、当社はその兼任状況について開

示する。 

5) 当社は、取締役がその職務遂行上必要となる知識を習得する為、取締役会等重要会

議または個々の要請に基づき、必要に応じて外部講師を招いた研修の機会を設ける

他、取締役は、必要に応じて外部セミナー等に参加する。 

6) 取締役報酬は、役職毎に定めた基準報酬額が業績に連動して増減する方法によって

決定される。なお、その決定手続は、毎期行われる定時株主総会後に開催される最

初の取締役会の決議に基づき、代表取締役社長に一任とする。 

 

 

4. 取締役会 

1) 取締役会は、法令、定款および取締役会規則に基づき、企業価値および株主共同の

利益を持続的に向上させるため、経営の基本方針・経営計画等の重要事項を決定す

る。なお、取締役・執行役員に対する委任範囲については、取締役会決議および稟

議規程等の社内規程において定める。 

2) 取締役会の開催に先立ち、事務局より取締役に対して議案の検討に必要な情報を提

供し、事前に議論を行う場を設定する等により、取締役会における審議の活性化を

図る。                             

3) 各取締役は、取締役会の実効性を評価する為、毎事業年度末に取締役会に関する自

己評価を行う。取締役会はその評価を踏まえ、取締役会全体の実効性について分

析・評価を行い、その結果の概要を開示する。 

 

 

5. 監査役および監査役会 

1) 監査役および監査役会は、監査役監査基準に基づき、独立した客観的な立場から、

取締役の業務執行について適法性および妥当性の監査を行う。 
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2) 監査役は、その中立性維持の為、重要な業務執行の決定に対する賛否表明および事

業部門に対する直接的な指示命令は行わないが、取締役会に対する適法性および妥

当性に関する確認行為および意見表明は積極的に行う。 

3) 適法性および妥当性監査の円滑な遂行のため、監査役からの業務指示への対応およ

び監査役職務の補助は専任の監査役室担当者が行う。なお、監査役と会計監査人と

の情報共有を適切に行うため、監査役室からの要請に応じて財務部門は支援を行う。 

4) 監査役は、他の上場会社の役員を兼任する場合は、当社監査役としての職責を果た

すことに支障のないよう充分に配慮することとし、当社はその兼任状況について開

示する。 

5) 社外取締役がその役割・責務を充分に果たすため、監査役および監査役会は、社外

取締役と適宜意見交換を行うなど充分な連携を図る。 

6) 監査役候補者は、性別・国籍・年齢に関わらず、財務・会計に関する相当程度の知

見、当社事業活動に関する知識、客観的、中立的な視座等を総合的に判断し、社外

取締役等の意見も踏まえた取締役会の審議を経て選定される。なお、取締役会の審

議に先立ち、監査役会の同意を得ることとする。また、社外監査役に関する独立性

判断基準については、本ガイドラインの社外取締役独立性判断基準に準じる。 

7) 監査役報酬については、監査役会における協議により決定される。 

8) 当社は、監査役がその職務遂行上必要となる知識を習得する為、監査役会または

個々の要請に基づき、必要に応じて外部講師を招いた研修の機会を設ける他、監査

役は、必要に応じて外部セミナー等に参加する。 

 

 

6. 会計監査人 

1) 監査役会は、会計監査の実効性を確保するため、会計監査人の選定・評価にあたっ

ては、次の各項目を考慮する。 

① 監査を実施するに際し、独立した立場から監査を実施すること、および監査

に必要かつ充分な知識・能力・人員を有していること。 

② 海外子会社に対する会計監査にも対応が可能であること。 

③ 関連法令や諸規則に違反しないことに加え、業務上発生しうるコンプライア

ンス・リスクに対して適切な助言、指導を行えること。 

2) 取締役会および監査役会は、品質の高い監査を可能とするため、会計監査人と協議

のうえ、必要かつ充分な監査時間の確保に努める。 

3) 適時適切な情報交換を図るため、会計監査人と代表取締役社長、財務担当取締役等

との意見交換の機会を定期的に設ける。 

4) 会計監査人と監査役会、社外取締役、および内部監査部門との間で、それぞれ意見

交換、情報共有の機会を定期的に設け、検出事項の共有、改善策の協議等を行う。 
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7. 株主との対話 

1) 当社は、株主の権利が確保され、且つ株主がその権利を適切に行使することができ

るよう、株主環境の整備を推進する。 

2) 当社は、代表取締役社長、財務担当取締役等が積極的に株主との対話に臨み、会社

の財政状態・経営成績等の財務情報、および中期 3 ヵ年経営計画等の経営方針やコ

ンプライアンスに関する情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に

行うとともに、開示義務のない定量、定性情報についても法令、上場規則等を順守

する範囲内で開示に取り組む。なお、財務担当取締役が株主との対話全般に関して

統括し、関連部門が相互に連携して株主との対話を図る。 

3) 株式価値向上および事業内容の適切な理解促進に向けて、株主および投資家からの

要請に基づき、株主および投資家に向けた決算説明を適宜実施する。また、株主総

会の他、決算説明会等の情報提供の場を検討する。 

4) 株主および投資家からの意見、提言については、必要に応じて関連部門より取締役

および執行役員に対して随時フィードバックを行う。 

5) 上記の対話に際しては、企業行動基準等に基づきインサイダー情報に該当する事項

は開示しない。また、決算期末日以降、当該決算発表日までの期間をサイレントピ

リオドとし、その期間は株主および投資家との対話を保留する。 

 

以 上 


